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関係条文 
労働安全衛生法 
第１章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働

災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進

の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職

場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進

することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

  一  労働災害  労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等

により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、

又は死亡することをいう。 

  二  労働者  労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業

又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

  三  事業者  事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

  三の二  化学物質  元素及び化合物をいう。 

  四  作業環境測定  作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境に

ついて行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。 

 

（事業者等の責務） 

第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだ

けでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の

安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する

労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 

２  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造

し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物

の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災

害の発生の防止に資するように努めなければならない。 

３  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、

安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮し

なければならない。 

 

（労働者の責務） 

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の

関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければな

らない。 

 

第３章 安全衛生管理体制 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-35-1-0.htm#1-9-1
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（作業主任者） 

第十四条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要と

する作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又

は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚

生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、

その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を

行わせなければならない。 

 

第４章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 

（事業者の講ずべき措置等） 

第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

  一  機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 

  二  爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 

  三  電気、熱その他のエネルギーによる危険 

 

第二十一条  事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ず

る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

２  事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある

場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

 

第二十二条  事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなら

ない。 

  一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 

  二  放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 

  三  計器監視、精密工作等の作業による健康障害 

  四  排気、排液又は残さい物による健康障害 

 

第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、

床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に

必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な

措置を講じなければならない。 

 

第二十五条  事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中

止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 

 

第二十五条の二  建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定め

るものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措

置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなけれ

ばならない。 
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  一  労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。 

  二  労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。 

  三  前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要

な事項を行うこと。 

２  前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚

生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者

を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 

 

第二十六条  労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定

に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 

 

第二十七条  第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により

事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項

は、厚生労働省令で定める。 

２  前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害（環境基本法（平成五年法律第

九十一号）第二条第三項に規定する公害をいう。）その他一般公衆の災害で、労働

災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しな

ければならない。 

 

（技術上の指針等の公表等） 

第二十八条  厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一

項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業

種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 

２  厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関し

て、特に配慮するものとする。 

３  厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り

扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表

するものとする。 

  一  第五十七条の三第四項の規定による勧告又は第五十七条の四第一項の規定に

よる指示に係る化学物質 

  二  前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働

者に生ずるおそれのあるもの 

４  厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康

障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事

業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するため

の指針に関し必要な指導等を行うことができる。 

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原

材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又

は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定

による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を

講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物

質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-20-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-20-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-25-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-20-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-57_3-4
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-57_4-1
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ものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に

属する事業者に限る。 

２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。 

 

（元方事業者の講ずべき措置等） 

第二十九条  元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、

この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなけ

ればならない。 

２  元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法

律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な

指示を行なわなければならない。 

３  前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければなら

ない。 

 

第二十九条の二  建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのあ

る場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所に

おいて関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人

が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、

技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

（特定元方事業者等の講ずべき措置） 

第三十条  特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場

所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関す

る必要な措置を講じなければならない。 

  一  協議組織の設置及び運営を行うこと。 

  二  作業間の連絡及び調整を行うこと。 

  三  作業場所を巡視すること。 

  四  関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助

を行うこと。 

  五  仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で

定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する

計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、

当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく

命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 

  六  前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 

２  以下略 

（違法な指示の禁止） 

第三十一条の四  注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて

当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に
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違反することとなる指示をしてはならない。 

（機械等貸与者等の講ずべき措置等） 

第三十三条  機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省

令で定めるもの（以下「機械等貸与者」という。）は、当該機械等の貸与を受けた

事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を

講じなければならない。 

２  機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使

用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要

な措置を講じなければならない。 

３  前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ず

る措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 

 

第５章 機会等及び有害物に関する規制 

（譲渡等の制限等） 

第四十二条  特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは

有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは

健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣

が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはな

らない。 

（定期自主検査） 

第四十五条  事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚

生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録

しておかなければならない。 

２  事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査

のうち厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」という。）を行うと

きは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四

条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定

自主検査を行う者（以下「検査業者」という。）に実施させなければならない。 

３  厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため

必要な自主検査指針を公表するものとする。 

４  略 

 

第６章 労働者の就業に当たっての措置 

（安全衛生教育） 

第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省

令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を

行なわなければならない。 

２  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 

３  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせ

るときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生の

ための特別の教育を行なわなければならない。 

第六十条の二  事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生

http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-1-m-3.html
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-54_3-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-54_3-1
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の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従

事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならな

い。 

２  厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表

するものとする。 

３  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等

を行うことができる。 

 

（就業制限） 

第六十一条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについて

は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登

録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で

定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 

２  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつ

てはならない。 

３  第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するとき

は、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 

４  略 

 

（中高年齢者等についての配慮） 

第六十二条  事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に

配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行

なうように努めなければならない。 

 

第７章 健康の保持増進のための措置 

（健康診断） 

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師に

よる健康診断を行なわなければならない。 

２  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわな

ければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者

で、現に使用しているものについても、同様とする。 

３  以下略 

 

（病者の就業禁止） 

第六十八条  事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに

かかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止

しなければならない。 

 

（健康教育等） 

第六十九条  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の

保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければ
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ならない。 

２  労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努める

ものとする。 

 

第８章 免許等 

（技能講習） 

第七十六条  第十四条又は第六十一条第一項の技能講習（以下「技能講習」という。）

は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。 

２  技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 

３  技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、

厚生労働省令で定める。 

 

第 10 章 監督等 

（講習の指示） 

第九十九条の二  都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発

を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期

間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、

衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者

（次項において「労働災害防止業務従事者」という。）に都道府県労働局長の指定

する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。 

２  前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習

を受けさせなければならない。 

３  前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項

は、厚生労働省令で定める。 

 

第九十九条の三  都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定す

る業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命

令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため

必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指

定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。 

２  前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。 

 

第 11 章 雑則 

（法令等の周知） 

第百一条  事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やす

い場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、

労働者に周知させなければならない。 

２  事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化

学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取

り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労

働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-3-0.htm#3-14-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-6-0.htm#6-61-1
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-1-m-19.html
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-6-0.htm#6-61-1
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労働安全衛生法施行令別表第七 建設機械（第十条、第十三条、
第二十条関係）  
一 整地・運搬・積込み用機械 

 １ ブル・ドーザー 

 ２ モーター・グレーダー 

 ３ トラクター・シヨベル 

 ４ ずり積機 

 ５ スクレーパー 

 ６ スクレープ・ドーザー 

 ７ １から６までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 

 

二 掘削用機械 

 １ パワー・シヨベル 

 ２ ドラグ・シヨベル 

 ３ ドラグライン 

 ４ クラムシエル 

 ５ バケツト掘削機 

 ６ トレンチャー 

 ７ １から６までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 

 

三 基礎工事用機械 

 １ くい打機 

 ２ くい抜機 

 ３ アース・ドリル 

 ４ リバース・サーキユレーシヨン・ドリル 

 ５ せん孔機（チユービングマシンを有するものに限る。） 

 ６ アース・オーガー 

 ７ ペーパー・ドレーン・マシン 

 ８ １から７までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 

 

四 締固め用機械 

 １ ローラー 

 ２ １に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 

 

五 コンクリート打設用機械 

 １ コンクリートポンプ車 

 ２ １に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 

 

六 解体用機械 

 １ ブレーカ 

 ２ １に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 
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労働安全衛生規則 
第二章 建設機械等（第百五十二条－第二百三十六条） 
第一節  車両系建設機械 

 

第一款  構造 

（前照燈の設置） 

第百五十二条  事業者は、車両系建設機械には、前照燈を備えなければならない。た

だし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車

両系建設機械については、この限りではない。 

 

（ヘッドガード） 

第百五十三条  事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場

所で車両系建設機械（ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・

ショベル、ドラグ・ショベル及びブレーカに限る。）を使用するときは、当該車両

系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。 

 

第二款  車両系建設機械の使用に係る危険の防止 

（調査及び記録） 

第百五十四条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系

建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、

当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録してお

かなければならない。 

 

（作業計画） 

第百五十五条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、

前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当

該作業計画により作業を行なわなければならない。 

２  前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 

  一  使用する車両系建設機械の種類及び能力 

  二  車両系建設機械の運行経路 

  三  車両系建設機械による作業の方法 

３  事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項につ

いて関係労働者に周知させなければならない。 

 

（制限速度） 

第百五十六条  事業者は、車両系建設機械（最高速度が毎時十キロメートル以下のも

のを除く。）を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地

形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作

業を行なわなければならない。 

２  前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運

転してはならない。 

（転落等の防止） 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm#2-155-1


- 10 - 

 

第百五十七条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、車両系建設

機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運

行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要

な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。 

２  事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行なう場合において、

当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあると

きは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。 

３  前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければな

らない。 

 

（接触の防止） 

第百五十八条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車

両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労

働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建

設機械を誘導させるときは、この限りではない。 

２  前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わな

ければならない。 

 

（合図） 

第百五十九条  事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定

の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。 

２  前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 

 

（運転位置から離れる場合の措置） 

第百六十条  事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該

運転者に次の措置を講じさせなければならない。 

  一  バケツト、ジツパー等の作業装置を地上におろすこと。 

  二  原動機を止め、及び走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止す

る措置を講ずること。 

２  前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 

（車両系建設機械の移送） 

第百六十一条  事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物

自動車等に積卸しを行なう場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車

両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによら

なければならない。 

  一  積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。 

  二  道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な

こう配で確実に取り付けること。 

  三  盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅、強度及びこう配を確保すること。 
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（とう乗の制限） 

第百六十二条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外

の箇所に労働者を乗せてはならない。 

 

（使用の制限） 

第百六十三条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブー

ム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建

設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければなら

ない。 

 

（主たる用途以外の使用の制限） 

第百六十四条  事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、

クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途

に使用してはならない。 

２  前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。 

  一  荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。 

    イ  作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。 

    ロ  アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャック

ル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。 

      (1)  負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。 

      (2)  外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷

が落下するおそれのないものであること。 

      (3)  作業装置から外れるおそれのないものであること。 

  二  荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすお

それのないとき。 

３  事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、

労働者とつり上げた 荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒

若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならな

い。 

  一  荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指

名して、その者に合図を行わせること。 

  二  平たんな場所で作業を行うこと。 

  三  つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずる

おそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。 

  四  当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることがで

きる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。 

  五  ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当

するワイヤロープを使用すること。 

    イ  安全係数（クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。）の

値が六以上のものであること。 

    ロ  ワイヤロープ一よりの間において素線（フィラ線を除く。）のうち切断して

いるものが十パーセント未満のものであること。 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-18-8-0.htm#8-213-2
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    ハ  直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。 

    ニ  キンクしていないものであること。 

    ホ  著しい形崩れ及び腐食がないものであること。 

  六  つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当

するつりチェーンを使用すること。 

    イ  安全係数(クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。)

の値が、次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)

に掲げる値以上のものであること。 

      (1) 次のいずれにも該当するつりチェーン 四 

         (i) 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが

〇・五パーセント以下のものであること。 

         (ii) その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、

かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。(表)（略） 

      (2) (1)に該当しないつりチェーン 五 

    ロ  伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のも

のであること。 

    ハ  リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リ

ンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。 

    ニ  き裂がないものであること。 

  七  ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合に

あつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。 

 

（修理等） 

第百六十五条  事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着及び取り

はずしの作業を行なうときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を

講じさせなければならない。 

  一  作業手順を決定し、作業を指揮すること。 

  二  次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。 

 

（ブーム等の降下による危険の防止） 

第百六十六条  事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、

点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者

の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を

使用させなければならない。 

２  前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなけ

ればならない。 

 

第三款  定期自主検査等 

（定期自主検査） 

第百六十七条  事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期に、

次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使

http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-2h2-2.html
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用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 

  一  圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 

  二  クラツチ、トランスミツシヨン、プロペラシヤフト、デフアレンシヤルその他

動力伝達装置の異常の有無 

  三  起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装

置の異常の有無 

  四  かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の

異常の有無 

  五  制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無 

  六  ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他の作業装置の

異常の有無 

  七  油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 

  八  電圧、電流その他電気系統の異常の有無 

  九  車体、操作装置、ヘツドガード、バツクストツパー、昇降装置、ロツク装置、

警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無 

２  事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する

際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 

 

（定期自主検査） 

第百六十八条  事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期 に、

次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間

使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 

  一  ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無 

  二  ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無 

  三  バケツト、ジツパー等の損傷の有無 

２  事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始す 

る際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 

 

(定期自主検査の記録) 

第百六十九条  事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、こ

れを三年間保存しな  ければならない。 

  一  検査年月日 

  二  検査方法 

  三  検査箇所 

  四  検査の結果 

  五 検査を実施した者の氏名 

  六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

 

（特定自主検査） 

第百六十九条の二  車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する

自主検査とする。 

２  第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm#2-167-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-9.html
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第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定め

る資格を有する労働者について準用する。 

   この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中

「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号

若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両

系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替え

るものとする。 

３  第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号

に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労

働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中

「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げ

るもの」と読み替えるものとする。 

４  第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号

に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労

働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中

「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げ

るもの」と読み替えるものとする。 

５  第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号

に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労

働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中

「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げ

るもの」と読み替えるものとする。 

６  事業者は、運行の用に供する車両系建設機械（道路運送車両法第四十八条第一項

の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合

には、当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要し

ない。 

７  車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条

の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは「検

査業者の名称」とする。 

８  事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械

の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標

章をはり付けなければならない。 

 

（作業開始前点検） 

第百七十条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業

を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければなら

ない。 

 

（補修等） 

第百七十一条  事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の

点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置

を講じなければならない。 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-45-2
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-9.html
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-45-2
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-9.html
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-45-2
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-9.html
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http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1_2-0.htm#1_2-1-151_24-2
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第四款  コンクリートポンプ車 

（輸送管等の脱落及び振れの防止等） 

第百七十一条の二  事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次

の措置を講じなければならない。 

  一  輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を

堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止

する措置を講ずること。 

  二  作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実

にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該 

装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名し

てその者に行わせること。 

  三  コンクリート等の吹出しにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労

働者を立ち入らせないこと。 

  四  輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース（以下この条及び次

条において「輸送管等」という。）の接続部を切り離そうとするときは、あらか

じめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコッ

クを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。 

  五  洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボール

の飛出しによる労働 者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に

取り付けること。 

 

（作業指揮） 

第百七十一条の三  事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、

手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、

その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。 

 

第五款  ブレーカ 

（工作物の解体等の作業） 

第百七十一条の四  事業者は、ブレーカを用いて工作物の解体若しくは破壊の作業

（令第六条第十五号の五の作業を除く。）又はコンクリート、岩石等の破砕の作

業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 

   一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 

   二  強風、大雤、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想される

ときは、当該作業を中止すること。 
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